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TOWN NEWS

文化の風が吹くまちづくり　第 45 回大淀町文化祭

読書の魅力を再発見　第 23 回大淀町図書館まつり

　第 23 回図書館まつりが 10 月 19 日（土）と 20 日（日）の２

日間、町立図書館と町文化会館を会場に開催されました。

　今回は「1970 年代　若者が若者だった時代」をテーマに、

有志のバンドによる 1970 年代ヒット曲の演奏や工作ワーク

ショップ、資料の展示などが行われました。また、図書館の

おはなしの部屋で行われた朗読会では、大淀町出身の児童文

学作家である花岡大学の作品「笑う山脈」が読み上げられま

した。この２日間、来場者は本の魅力や読書の楽しさを体感

していました。

　第 55 回農林産物品評会が 11 月 24 日（日）、町文化会館ひ

だまりホールで開催されました。

　この品評会は、審査を通して農家のみなさんの技術や知識

の向上を図ることを目的として毎年開催されています。今年

も立派な出品物が 412 点と多数出品され、出来栄えを競いま

した。審査後には即売会が開かれ、多くの人が出品物を買い

求めました。

◇品評会の主な結果

　大淀町長賞 　藪ノ内明子（白菜）

　奈良県知事賞　植田　全代（大根）

412 点もの野菜や果物が集結　第 55 回農林産物品評会

　第 45 回大淀町文化祭が 11 月３日（日・祝）から４日（月）の

２日間、町文化会館などを会場に開催されました。

　町展には、絵画や陶芸など各部門の作品が展示され、力作

が並びました。また、芸能発表会やカラオケ大会では、みな

さん日ごろの練習の成果を披露していました。その他、町食

生活改善推進員協議会による健康食についての展示や、古文

書を使ったワークショップ、歴史展示などが行われました。

　文化芸術に触れて、学んで、楽しむ２日間、会場はたくさ

んの来場者でにぎわいを見せました。
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奈良女子大学との包括連携協定を締結　大学の「知」を地域社会の形成と発展に

　大淀町と国立大学法人奈良女子大学が 11 月 18 日（月）、包

括連携協定を締結しました。この協定は、人的・知的資源の

交流と活用を進め、豊かで活力ある地域社会の形成を目的と

して結ばれたものです。

　大淀町では、文化財・文化遺産等を次世代へ継承する取り

組みとして大淀町地域遺産創生事業を行っています。これま

でも、本事業の一環として地域遺産シンポジウムなどの開催

を奈良女子大学と連携し開催してきました。今後、歴史資源

の活用や人材育成の分野などで連携・協定を行うことで、相

互の発展を図りながら、地域振興をめざしていきます。

▲協定調印式の様子

　植田勝さん（越部）が、令和元年秋の叙勲で瑞宝双光章を受

章されました。

　植田さんは昭和 44 年に近畿日本鉄道株式会社に入社され、

保守管理業務や主要駅の駅長に従事されました。利用者の安

全を第一に考え、事業員の事故防止への指導教育に努められ

ました。

　植田さんは、「周囲のみなさん、そして家族の協力のおかげ

で仕事を続けてこられました。とりわけ妻の支えがあって仕

事に励むことができたと感じております。関係者各位に感謝

申し上げます。」と話されました。

瑞宝双光章を受章　植田 勝さん

▲受章された植田さん

　11 月３日（日・祝）、町役場において令和元年度大淀町表彰

式が執り行われました。

　本表彰式は、本町の自治振興や公益の増進に寄与されるな

ど、その功績が顕著な人々を大淀町表彰条例に基づき表彰す

るものです。受賞者および功績については、下記のとおりで

す（敬称略・50 音順）。

自治功労
　【区長】
　　植田　善彦　　古西　克存
　【消防団員】
　　伊藤　和嗣　　桶田　浩信　　木谷　謙一
　　米田　行宏　　徳永　方敏　　中西　浩文
　　桝井　隆次　　山田　洋史

社会福祉功労
　【民生委員・児童委員】
　　梅本　正子

寄附篤行表彰
　　佐野　純子　　溝上　晴久

町の発展に尽力　令和元年度大淀町表彰式

▲表彰されたみなさん
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▲ 奉仕活動の様子

　公益社団法人大淀町シルバー人材センターの会員による奉

仕活動が 10 月 26 日（土）、町役場で行われました。

　シルバー人材センターは、60歳以上のシニア世代の就労を

通した生きがいづくりを支援する公益法人です。町には現在、

およそ160人が会員として登録しており、町内各所の施設管

理や清掃、草刈り、剪
せ ん て い

定などの作業に従事しています。

　毎年シルバーの日に合わせて行われる奉仕活動に、この日、

32人の会員が参加し、町役場周辺の植木の剪定や草引きなど

に汗を流しました。

地域で元気に輝く　シルバー人材センター奉仕活動

　第 16 回大淀町長杯学童野球大会が 10 月 20 日（日）、27

日（日）、大淀健民運動場で開催されました。

　この大会は、野球を通じて青少年を健全に育成することお

よび、お互いの親睦を深めることを目的に開催されています。

　吉野郡内から全 6 チームの参加があり、大淀町からも 4 チー

ムが出場しました。試合の結果、大淀フェニックス（大淀町）

が見事、優勝しました。 　　

◇主な結果（敬称略）

　優　勝　大淀フェニックス（大淀町）

　準優勝　吉野ヴィクトリー（吉野町）　

　最高殊勲選手賞　堤　凛太朗くん（大淀フェニックス）

　敢闘賞　　　　　六雄　　慧くん（吉野ヴィクトリー）

秋の晴天のもと　第 16 回大淀町長杯学童野球大会

▲優勝チーム（大淀フェニックス）

　町立大淀中学校の２年生・126 人が 11 月６日（水）から８

日（金）までの３日間、町内 39 の事業所で職場体験学習を行

いました。

　この職場体験学習は、実際の仕事について体験したり、働

く大人の姿に触れたりすることで勤労観、職業観を育む学習

活動です。生徒のみなさんはそれぞれの就業先で慣れない仕

事に緊張しながら、笑顔で懸命に取り組んでいました。

　職場体験学習を通じて、生徒たちは仕事の大変さややりが

いを感じていました。生徒たちにとって今回の体験は、自身

の将来について考える良い機会となったようでした。

14 歳の挑戦　大淀中学校職場体験学習　

▲ 町立図書館での司書業務とあらかしテ
レビの番組制作体験の様子

白熱した試合を展開　町スポーツ少年団秋季バレーボール大会

　町スポーツ少年団主催の秋季バレーボール大会が

11 月 10 日（日）、町立平畑体育館で開催されました。

　今回の大会は、町スポーツ少年団から２チーム（中

西増 Jr・北野）と町外から招待された６チームの計

８チームが参加して、地域間の交流と親睦を深めま

した。６年生にとっては最後の大会ということもあ

り、各チームともチーム一丸となってベストを尽く

していました。

　熱戦の結果、畝傍東スポーツ少年団（橿原市）が優

勝しました。

▲▶大会の様子

TOWN NEWS
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　第21回あらかしカップパークゴルフ大会が11月12日（火）、

おおよどパークゴルフ場（大岩）で開催されました。

　穏やかな日差しの中で参加された 54 人のみなさんは、元気

にプレーを楽しみました。

◇主な結果（敬称略）

　【男性の部】　

　優　勝　庄司健之助

　準優勝　松場　金光

　第３位　梅谷　禎彦

パークゴルフで元気に　第 21 回あらかしカップパークゴルフ大会

▲入賞されたみなさん

【女性の部】

優　勝　谷　　恒子

準優勝　杉藤　榮子

第３位　大口　怜子

　11 月 15 日（金）、町立大淀希望ヶ丘小学校で一般社団法人

日本野球機構による学校体育支援事業が開催されました。

　この事業は、体育のベースボール型授業で投げる、捕る、

打つといった基本動作を楽しく、分かりやすく元プロ野球選

手等が指導を行うものです。

　この日、講師として大久保勝信氏（元オリックス・バファロー

ズ選手）と水上佳奈子氏（日本野球機構職員、元ソフトボール

選手）が来校し、５年生の児童に体を動かすことの楽しさを伝

えていました。

元プロ野球選手等による特別授業　学校体育支援事業

▲元プロ野球選手による授業の様子

　親善軟式野球大会が 11 月 17 日（日）、町立

大淀桜ヶ丘小学校運動場で開催されました。

　この大会は、町スポーツ少年団の交流と親睦

を目的に開催されました。今回は、町内から

３支団・３チームが参加して、元気いっぱいプ

レーをしていました。６年生にとっては最後の

大会で、各選手とも悔いの残らないよう全力で

試合に臨んでいました。

ベストを尽くし、悔いなき戦い　町スポーツ少年団親善軟式野球大会

▲大会の様子
▶ ３チームの６年生

の選手

　一般財団法人自治総合センターが実施する

宝くじの社会貢献広報事業として、大岩自治会

が助成金を受け、耐火金庫やワイヤレスマイ

ク、テントなどのコミュ二ティ活動備品を整備

しました。

　この事業は、助成によって地域のコミュニ

ティ活動の充実・強化を図ることにより、地域

社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与す

るための事業です。

　今回整備されたこれらの備品は、今後区民同

士の交流を一層図るために活用されます。

大岩自治会の備品を整備　　宝くじ社会貢献広報事業

▲整備された活動備品

問   町役場 総務課（内線 205）
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町制施行100周年

記念ロゴマーク

問   町役場 企画政策課
　 （内線 221）
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浦
西　

勉

受付期間　
　12 月 27 日（金）まで

受付方法　
【義援金を持参する場合】

　町社会福祉協議会まで、直接、義援金を持
参してください。
　平日　午前８時 30 分～午後５時 15 分
　（土・日曜日・祝日を除く）

【義援金箱の設置場所】

　以下の場所に、義援金箱を設置しています。
　◦町役場　　　◦町社会福祉協議会

　◦町文化会館　◦町ふれあい活動センター

　◦町健康づくりセンター　

　◦道の駅 吉野路大淀 i センター

　◦南奈良総合医療センター

問  ◦町役場 福祉課　☎ 0747-52-5501

　 ◦町社会福祉協議会　☎ 0747-52-1941

２
０
２
１
年
２
月
、
大
淀
町
は　

町
制
施
行
１
０
０
周
年
を
迎
え
ま
す

　

大
淀
町
は
、
大
正
10
年
（
１
９
２
１
年
）
２
月
11
日
に
町
制
を
施
行
し
、
令
和
３
年
（
２
０
２
１
年
）
２
月
に
町
制

施
行
１
０
０
周
年
を
迎
え
ま
す
。
１
０
０
周
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
町
で
は
昨
年
度
か
ら
町
制
施
行
１
０
０
周

年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
今
後
、
本
紙
で
は
、
こ
の

事
業
の
報
告
や
関
連
す
る
イ
ベ
ン
ト
の
告
知
な
ど
に
つ
い
て
連
載
を
し
て
い
き
ま
す
。

　

今
回
は
、
町
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
長
で
あ
り
、
町
制
施
行
１
０
０
周
年
記
念
実
行
委
員
会
の
町
史
編へ

ん
さ
ん纂
部

会
長
を
勤
め
る
浦
西
勉
さ
ん
（
龍
谷
大
学
教
授
）
に
、
町
史
編
纂
へ
の
思
い
を
綴つ
づ

っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

令和元年台風第19号災害義援金を募集しています

　令和元年台風第 19 号により、広範囲に渡り甚大な被害が出ています。この災害で
被災された人々を支援するため、大淀町・大淀町社会福祉協議会は義援金を募集して
います。みなさんの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
　なお、寄せられた義援金は、日本赤十字社を通じて、被災者に分配されます。
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　大淀町政治倫理条例では、政治倫理に関す

ることを調査するため、大淀町政治倫理審査

会を設置することとされています。

　審査会委員は、政治倫理に関し、専門的知

識を有している人および選挙権を有している

人、町議会議員のうちから町長が委嘱します。

　選挙権を有している人のうちから委嘱され

る委員を、次のとおり一般公募します。

委員の任期

　令和２年１月17日（金）から２年間

応募資格

　 町長および町議会議員の選挙権を有してい

る人

※ 　公職選挙法により選挙権を有しないこと

とされている人は、応募することができま

せん。

募集人数　３人

募集期間　12月９日（月）～12月23日（月）

政治倫理審査会委員を募集します

　この計画案についてご意見のある人は、以

下のとおり意見書をお寄せください。

【意見書の提出】

提出期間

　12月13日（金）～26日（木）【必着】

提出方法

　持参、郵送、FAX、メール

提出先

　町役場 まちづくり推進課

記載事項

　 氏名・住所・電話番号・意見の要旨およびそ

の理由

※ 　用紙は縦覧場所または町ホームページで

ダウンロードできます。

問  町役場 まちづくり推進課（内線162）

　 住  大淀町桧垣本2090番地

　 FAX  0747-52-5505 

 　  machizukuri@town.oyodo.lg.jp

　 HP  http://www.town.oyodo.lg.jp/

　　  大淀町都市計画

　　  ホームページ➡

都市計画決定案の縦覧をします
（仮称）さくら広域環境衛生組合ごみ処理施設

　町では、さくら広域環境衛生組合で進めら

れている「（仮称）さくら広域環境衛生組合ご

み処理施設」の事業実施にあたり、都市計画

決定の手続きを進めています。

　このたび、都市計画決定内容の案を作成し

ましたので、次のとおり縦覧します。なお、

この計画案は、組合構成町村の変更に伴い施

設計画の見直しを行うものです。

【縦覧】

縦覧期間

　12月13日（金）～26日（木）

縦覧場所

 ◦町役場 まちづくり推進課

 ◦さくら広域環境衛生組合事務局

　 午前８時30分～午後５時15分

　 （土・日曜日、祝日を除く）

 ◦大淀町立図書館

 　午前９時30分～午後５時

 　（火、祝日を除く）

※ 　計画案については、町ホームページにも

掲載しています。

応募方法

　持参、郵送（はがきか封書）

※　電話による応募はできません。

◦郵送の場合

　住所・氏名（自署または記名押印）・生年月

日および電話番号を記入し、『政治倫理審査会

委員応募』と必ず明記してください。

※　12月23日（月）必着です。

◦持参の場合

　所  町役場 総務課

　　  午前８時30分～午後５時15分

　 　（土・日曜日、祝日を除く）

委員選考結果の通知

　委員選考の結果は、文書で令和２年１月

10日（金）までに本人に通知します。なお、

応募者が多数の場合は、選考（くじ）により委

員を決定します。

申 問  町役場  総務課（内線201）
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※ 　

事
業
主
（
給
与
支
払
者
）
は
特
別
徴

収
義
務
者
と
し
て
、
法
人
・
個
人
を

問
わ
ず
、
全
て
の
従
業
員
に
つ
い
て
、

個
人
町
県
民
税
を
特
別
徴
収
し
て
い

た
だ
く
義
務
が
あ
り
ま
す
。（
地
方
税

法
第
３
２
１
条
の
４
）

特
別
徴
収
の
メ
リ
ッ
ト

◦ 

従
業
員
が
納
税
の
た
め
に
金
融
機
関

等
に
出
向
く
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

◦ 

特
別
徴
収
は
所
得
税
の
よ
う
な
税
額

計
算
の
必
要
が
な
く
、
原
則
と
し
て

年
12
回
の
た
め
、
従
業
員
（
納
税
義

務
者
）
の
１
回
当
た
り
の
負
担
が
少

な
く
て
す
み
ま
す
。

※ 　

従
業
員
が
常
時
10
人
未
満
の
事
業

所
は
、
申
請
に
よ
り
年
12
回
の
納
期

を
年
２
回
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
納

期
の
特
例
制
度
が
あ
り
ま
す
。

問 

町
役
場 
税
務
課
（
内
線
１
１
１
）

　

12
月
は
町
県
民
税
第
４
期
の
納
期
で

す
。
12
月
25
日
（
水
）
ま
で
に
納
め
て
く

だ
さ
い
。

　

納
税
に
は
便
利
な
口
座
振
替
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
依
頼
書

は
町
内
の
各
金
融
機
関
や
郵
便
局
に
も

備
え
付
け
て
い
ま
す
。

問 

町
役
場 

税
務
課
（
内
線
１
１
１
） 

税

金

税

金

　

個
人
町
県
民
税
の
特
別
徴
収
と
は
、

事
業
主
（
給
与
支
払
者
）
が
所
得
税
の
源

泉
徴
収
と
同
じ
よ
う
に
従
業
員
（
納
税

義
務
者
）
に
代
わ
り
、
毎
月
従
業
員
に

支
払
う
給
与
か
ら
個
人
町
県
民
税
を
引

き
落
し
（
給
与
天
引
き
）
、
納
入
す
る
制

度
で
す
。

特
別
徴
収
の
し
く
み

町
県
民
税
の
納
期

　

町
役
場
税
務
課
で
は
、
新
築
・
増
築
・

改
築
家
屋
の
実
地
調
査
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　

調
査
の
対
象
は
令
和
元
年
中
（
平
成

31
年
中
）
に
完
成
し
た
家
屋
で
、
固
定

資
産
税
の
課
税
の
基
礎
額
を
決
定
し
ま

す
。

  

対
象
と
な
る
家
屋
に
は
、
店
舗
や
事

務
所
、
倉
庫
、
付
属
家
、
車
庫
な
ど
の

床
面
積
の
小
さ
い
建
物
も
含
ま
れ
ま

す
。
ま
だ
調
査
を
受
け
て
い
な
い
人
は
、

町
役
場
税
務
課
に
申
し
出
て
く
だ
さ

い
。
調
査
日
は
こ
ち
ら
で
設
定
し
ま
す

が
、
希
望
の
日
時
が
あ
れ
ば
前
も
っ
て

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
調
査
の
時
間
は

約
40
分
程
度
で
、
調
査
の
際
に
は
、
建

物
図
面
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

取
り
壊
し
家
屋
は
手
続
き
を

　

令
和
元
年
中
、
ま
た
は
そ
れ
以
前
に

家
屋
を
取
り
壊
し
た
人
は
法
務
局
で
滅

失
登
記
の
、
ま
た
は
町
役
場
税
務
課
で

取
り
壊
し
届
の
手
続
き
を
必
ず
し
て
く

だ
さ
い
。

問 

町
役
場 

税
務
課
（
内
線
１
１
３
）

家
屋
調
査
に
ご
協
力
を

個
人
町
県
民
税
は
特
別
徴
収
で

③特別徴収税額の通知
　（５月31日まで）

②特別徴収税額の通知
　（５月31日まで）

⑤個人町県民税の納入
　　（翌月10日まで）

①給与支払報告書の提出
　　（１月31日まで）

④給与から特別徴収
　６月～翌年５月の毎月

従
業
員
（
納
税
義
務
者
）

事
業
主
（
特
別
徴
収
義
務
者
）

大　

淀　

町

い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
教
室
と
は

　

い
つ
ま
で
も
住
み

慣
れ
た
地
域
で
い
き

い
き
と
し
た
日
常
生

活
が
過
ご
せ
る
よ
う

に
、
体
操
や
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
等
を
取

り
入
れ
た
介
護
予
防

と
ふ
れ
あ
い
を
通
じ

て
交
流
を
広
げ
る
場

で
す
。

日  

１
月
17
日
（
金
）
～
２
月
21
日
（
金
）

の
毎
週
金
曜
日
（
計
６
回
）

　

 

午
後
１
時
30
分
～
午
後
２
時
30
分

※ 　

初
回
の
１
月
17
日
（
金
）
と
最
終
回

の
２
月
21
日
（
金
）
は
午
後
１
時
30
分

～
午
後
３
時

所 

町
役
場　

３
階
３
０
１
会
議
室

参
加
費　

無
料

対
象
者　

65
歳
以
上
の
町
内
在
住
の
人

　
　
　
　

（
定
員
20
人
で
先
着
順
）

持
ち
物　

 

飲
み
物
、
タ
オ
ル
、
運
動
靴

※ 　

動
き
や
す
い
靴
で
来
て
く
だ
さ

い
。
サ
ン
ダ
ル
不
可
。

申
込
締
切 

１
月
10 

日
（
金
）

問 

◦
町
役
場 

長
寿
介
護
課
（
内
線
１
３
４
）

　

 

◦
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

 　

☎
０
７
４
７-

52-

７
７
６
０

い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
教
室

（
第
３
ク
ー
ル
）
参
加
者
募
集

介

保

険

護

●
　

●
　

●
　

● 

教
　
　 

え
　
　 

て
　
　 

！

●
　

●
　

●
　

● 

な
　
　 

る
　
　 

ほ
　
　 

ど



日時　　　場所　　　申し込み　　　問い合わせ問所日 申

　

　

　10月中に次のみなさまから寄附をいただき
ました。
　　田仲　達也　様　　　　200,000円 
　　田仲三世子　様　　　　200,000円 
　　匿　　名　　　　　　　  30,000円 
　　匿　　名　　　　　　　  30,000円 
　　他47名様 
　みなさまの熱い想いを実現できるように、
大切に活用させていただきます。
　今後も変わらぬ応援をお願いいたします。

大淀町ふるさと応援寄附金善意銀行だより

　

　今回、次の方から善意が寄せられ

ました。

□亡兄供養のため 30,000 円

　小林美知子　様

 ありがとうございました。

 有意義に使わせていただきます。

　　　　　　　 町社会福祉協議会
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日
本
年
金
機
構
か
ら
９
月
中
旬
に
黄

緑
色
の
封
筒
が
届
い
た
人
は
、
年
金
生

活
者
支
援
給
付
金
の
対
象
者
で
す
。
同

封
の
は
が
き
（
請
求
書
）
を
ま
だ
提
出
し

て
い
な
い
人
は
、
12
月
27
日
（
金
）
ま
で

に
日
本
年
金
機
構
へ
届
く
よ
う
に
返
送

す
る
と
、
支
給
開
始
の
10
月
分
ま
で

遡
さ
か
の
ぼ

っ
て
給
付
金
の
受
給
が
で
き
ま
す
。

は
が
き
（
請
求
書
）
の
提
出
が
令
和
２

年
１
月
以
降
に
な
っ
た
場
合
は
、
請
求

し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
の
支
給
と
な
り

ま
す
の
で
、
速
や
か
に
請
求
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

不
明
な
点
が
あ
る
人
は
、
給
付
金
専

用
ダ
イ
ヤ
ル
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問  

◦ 

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
専
用

ダ
イ
ヤ
ル
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　
　

 

☎
０
５
７
０-

05-

４
０
９
２

　

 

◦ 

０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
の
場
合

　
　

 

☎
０
３-

５
５
３
９-

２
２
１
６

受
付
時
間

◦
月
曜
日

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

◦
火
曜
日
～
金
曜
日

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

◦
第
２
土
曜
日

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時

ネ
ッ
ト
の
ユ
ー
ザ
ー
Ｉ
Ｄ
を
取
得
す

る
際
に
使
用
す
る
17
桁
の
番
号
で
、

こ
の
番
号
を
使
用
し
て
申
し
込
み
す

る
と
即
時
に
ユ
ー
ザ
ー
Ｉ
Ｄ
を
取
得

で
き
ま
す
。

　

ア
ク
セ
ス
キ
ー
を
持
っ
て
い
な
い
人

や
有
効
期
限
が
切
れ
た
場
合
は
、
基
礎

年
金
番
号
と
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
用
意

し
て
申
し
込
み
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の

場
合
、
約
１
週
間
で
ユ
ー
ザ
ー
Ｉ
Ｄ
が

送
付
さ
れ
ま
す
。

HP h
ttp

s
:/

/
w

w
w

.n
e
n

k
in

.g
o

.jp
/

n
_n

e
t/

問  

◦ 

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　
　

 

☎
０
５
７
０-

０
５
８-

１
５
５
５

　

 

◦ 

０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
の
場
合

　
　

 

☎
０
３-

６
７
０
０-

１
１
４
４

受
付
時
間

◦
月
曜
日

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

◦
火
曜
日
～
金
曜
日

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

◦
第
２
土
曜
日

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時

※ 　

祝
日
（
第
２
土
曜
日
を
除
く
）
、
12

月
29
日
～
１
月
３
日
は
利
用
で
き
ま

せ
ん
。

　

 
◦ 

大
和
高
田
年
金
事
務
所

　

 　

☎
０
７
４
５-

22-

３
５
３
１

　

 

◦ 

町
役
場 

人
権
住
民
課
（
内
線
１
２
３
）

年

金

年

金

※ 　

祝
日
（
第
２
土
曜
日
を
除
く
）
、
12

月
29
日
～
１
月
３
日
は
利
用
で
き
ま

せ
ん
。

　

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
と
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
、
自
身
の
年
金
情
報

を
手
軽
に
確
認
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で

す
。
24
時
間
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、
パ

ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
、
年

金
記
録
の
確
認
や
将
来
の
年
金
見
込
額

を
試
算
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
郵
送
さ

れ
た
各
種
通
知
書
の
確
認
や
再
交
付
申

請
が
で
き
る
な
ど
、
便
利
な
機
能
が
あ

り
ま
す
。

※ 　

昭
和
61
年
４
月
以
前
に
年
金
受
給

権
が
発
生
し
た
老
齢
年
金
受
給
者
の

人
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
で
で
き
る
こ
と

◦
ご
自
身
の
年
金
記
録
の
確
認

◦
将
来
の
年
金
見
込
額
の
確
認

◦ 

電
子
版
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
の
閲
覧

◦ 

日
本
年
金
機
構
か
ら
郵
送
さ
れ
た
各

種
通
知
書
の
確
認
や
再
交
付
申
請

　

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
に
登
録
す
る
に

は
、
ユ
ー
ザ
ー
Ｉ
Ｄ
の
取
得
が
必
要
で

す
。
次
の
３
点
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
ア
ク
セ
ス
キ
ー

◦
基
礎
年
金
番
号

◦
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

※ 　

ア
ク
セ
ス
キ
ー
と
は
、
ね
ん
き
ん

年
金
生
活
者
支
援
給
付
に
つ
い
て

ご
存
じ
で
す
か
？「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」



人事行政運営　　   状況公表

※用語説明　

◦普通会計： 一般会計に一部の特別会計を加えたもので、国民健康保険事業などの特別会計、水道、下水道の事業会計は除く。
◦一般行政職 : 全職員から特別職、税務職、福祉職、医療職、企業職、技能労務職、教育職などの職員を除いた職員を示す。

●職員の任免および職員数の状況

●職員の給与等の状況

◆職員の採用の状況

職種 人数

一般行政職 5

医療職 0

幼稚園教諭 0

技能労務職 0

合　　計 5

※　平成30年４月２日～平成31年４月１日の合計人数です。

◆職員の退職の状況

区　　分
一般

行政職
医療職

幼稚園
教諭

技能
労務職

計

定年退職 １ 0 ０ ０ １

勧奨退職 4 0 ０ ０ ４

普通退職 ５ １ ０ ０ ６

合　　計 10 １ ０ ０ 11

※　平成30年４月１日～平成31年３月31日の合計人数です。
※ 　本表には、県との人事交流に伴う退職者が含まれてい
ます。

◆部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

区分
部門

職　員　数 対前年増減数

平成 30 年 平成 31 年 平成 31 年

一般
行政

議 会 ２ 2 0

総 務 46 41 △ 5

税 務 11 11 0

民 生 51 49 △ ２

衛 生 20 18 △ ２

農林水産 3 3 0

商 工 1 1 0

土 木 6 6 ０

小 計 140 131 △ 9

特別
行政

教 育 42 42 0

普通会計 182 173 △ 9

公営
企業
等

水 道 10 10 0

下 水 道 2 2 ０

そ の 他 11 11 0

小 計 23 23 0

合計 205 196 △ 9

※ 　職員数は、一般職に属する職員数であり、休職者などは含み、
臨時職員を除いています。

◆人件費の状況（普通会計、平成30年度決算）

歳出額
（Ａ）

実質収支
人件費
（Ｂ）

人件費比率
（Ｂ／Ａ）

平成29年度
人件費比率

千円 千円 千円 % %

8,028,073 51,899 1,492,481 18.6 20.7

住民基本台帳人口　17,612人（平成31年３月31日現在）
※　人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。

◆職員給与等の状況（普通会計、平成30年度決算）

給　　　与　　　費

給料 職員手当 期末・勤勉手当 計

千円 千円 千円 千円

644,698 93,990 251,997 990,685

一人当たりの給与費　5,727千円（職員数173人）
※１　職員手当に退職手当は含んでいません。
※２　職員数は、平成31年４月１日現在の人数です。

◆一般行政職の級別職員数の状況（平成31年４月１日現在）

区分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 計

標準的な
職務内容

主事補
技師補

主事
技師

主任主事
主任技師

係長
主査

課長補佐 課長
部長
次長

職員数 5人 13人 24人 31人 23人 13人 8人 117人

構成比 4.3% 11.1% 20.5% 26.5% 19.7% 11.1% 6.8% 100.0%

※１　大淀町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
※２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

◆職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

区分 経験年数 10 年 経験年数 20 年 経験年数 25 年 経験年数 30 年

一般行政職
大学卒 246,600円 321,850円 ― 402,100円

高校卒 ― ― 364,300円 364,200円

技能労務職
高校卒 ― 227,700円 249,700円 ―

中学卒 ― ― ― ―

※　該当する職員が存在しない欄には記載していません。

　町の人事行政運営などの状況について、その概要を公表します。ここに記載している給与などはすべて税金や保険料な
どを差し引く前の金額です。また、臨時または非常勤の職員については含まれていません。

などの
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◆ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

区分 平成 30 年 平成 25 年

大淀町 96.7 94.6

類似団体平均 96.9 96.2

全国町村平均 96.4 95.4

※１ 　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100と
した場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

※２ 　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している
団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

◆職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

区　　　　　分 大淀町 国

一般行政職
大学卒 170,100円 179,200円

高校卒 148,600円 147,100円

技能労務職
高校卒 134,200円 ―

中学卒 130.400円 ―

※１ 　大淀町の一般行政職の決定初任給は、初級試験（高校卒業
程度の試験）の結果に基づき職員となった者の額です。

※２　 国の数値は、平成30年４月１日現在のものです。

◆職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（平成31年４月１日現在）

①一般行政職

平均
年齢

平均給料月額平均給与月額
平均給与月額
（国ベース）

大淀町 44.1 324,703円 378,414円 360,352円

国 43.5 329,845円 ― 410,940円

※１　 「平均給料月額」とは、各職種ごとの基本給の平均です。
※２ 　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合

計したものです。
※３ 　「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれてい

ないことから、比較のため国家公務員と同じ基準で再計算したものです。
※４　  国の数値は、平成30年４月１日現在のものです。

②技能労務職

平均 平均給料月額平均給与月額
平均給与月額
（国ベース）

大淀町 49.0 234,032円 246,639円 246,047円

国 50.7 286,817円 ― 328,637円

●職員手当の状況

◆時間外勤務手当

平成 30 年度

支給総額 25,971千円

職員１人当たり
支給年額

361千円

平成 29 年度

支給総額 31,054千円

職員１人当たり
支給年額

414千円

※　支給額については普通会計のものです。　　

◆特殊勤務手当（平成31年４月１日現在）

支給実績 1,821千円

支給対象職員１人当たり平均支給年額 56,906円

職員全体に占める手当支給職員の割合 18.5%

手当の種類（手当数） 4

代表的な手当
 町立保育所の業務に従事す
る保育士

※　支給職員の割合及び支給額については、普通会計のものです。

◆期末手当・勤勉手当

大　　淀　　町

　1人当たり平均支給額（平成30年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,440千円

（平成30年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

6月期 1.225月分 0.900月分

12月期 1.375月分 0.950月分

計 2.6月分 1.85月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置　

◆退職手当（平成31年４月１日現在）

大　　淀　　町

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（ 2～45％加算）

1人当たり 自己都合 勧奨・定年

平均支給額 3,922千円 21,936千円

※ 　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に
係る職員に支給された平均額です。

※ 　退職手当の支給率とその他の加算措置は国と同じ。

※ 　期末手当と勤勉手当の支給割合および加算措置の状況は国と
同じ。

◆その他の手当（平成31年４月１日現在）

区分 内　　　　　容
国の制度
との異同

支給実績
（平成 30 年度決算）

支給職員 1 人当
たり平均支給年額

扶養手当
●配偶者　6,500円　　●子　10,000円
●その他の扶養親族　6,500円
　※ 　年度当初15歳～22歳の子には、5,000円を加算

同じ 16,674千円 260,531円

住居手当 ●借家・借間居住者（最高支給限度） 27,000円 同じ 4,559千円 303,933円

通勤手当

●交通機関利用者
　１か月あたりの最高支給限度 55,000円
●交通用具（自家用車など）利用者
　２㎞未満　支給しない
　２㎞以上　距離に応じて 2,000円 ～ 31,600円

同じ 11,791千円 82,455円

管理職手当

●部・次長級 給料月額の 14.25%
●課長級・保育所長 給料月額の12.825%
●課長補佐級・保育所長補佐・ 給料月額の10.185%
　幼稚園長・保健師長 

― 28,688千円 562,510円

※　支給額については普通会計のものです。
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◆研修の状況（平成30年度）

　職員に高度な専門知識、技術などを取得させること、職員間の連
携を高め効率的に業務を遂行させることを目的として、研修を実施
しています。また、研修機関などへ派遣し、研修を受講させていま
す。

町が実施したもの
新規採用職員研修、人事評価研
修、人権研修、マイナンバー研修

奈良県市町村職員研修
センターなど外部の研
修機関において実施さ
れたもの

新任課長研修、政策形成研修、社
会的孤立の増加への対応研修、自
治体職員のマーケティング研修、
簿記入門研修、人事評価研修など

◆勤務成績の評定の状況（平成30年度）

　職員の意欲向上や資質の向上および能力開発を目的として人
事評価を実施しました。

◆職員の健康診断の状況（平成30年度）

　職員の健康診断については、労働安全衛生法に基づき年に１
回実施しています。

対象職員数 受診者数 受診率

198 190 95.96%

◆公務災害補償の状況（平成30年度）

　職員が公務による災害で病気になったり、死亡した場合に
は、地方公務員災害補償基金から一定の補償があります。

区分 傷病 死亡

公務災害 ２ ０

通勤災害 ０ ０

◆ 勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関す

る不服申立ての状況（平成30年度）

　職員は、勤務条件やその意に反する処分に関して、公平委員
会に措置要求または不服の申立てを行うことができます。平成
30年度は、措置要求および不服申立てはありませんでした。

●職員の福祉・利益の保護の状況 ●職員の研修・勤務成績の評定の状況

●職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況

◆ 勤務時間等の状況（平成31年４月１日現在）

区　分 内　　　容

勤務
時間

午前８時30分から午後５時15分まで

（休憩時間60分を除き１日７時間45分
（１週38時間45分）勤務）

週休日 日曜日および土曜日

休日
国民の祝日に関する法律に規定する休
日および12月29日から翌年の１月３日
まで

※ 　上記の内容は、本庁に勤務する職員の例で、勤
務場所により異なることがあります。

◆特別職の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

区　　　分 給料月額等

給料
町　長

（参考）類似団体における最高/最低額

595,000円（850,000円） 880,000円　/　492,000円

副町長 560,000円（700,000円） 720,000円　/　468,000円

報酬

議　長 330,000円 420,000円　/　230,000円

副議長 280,000円 360,000円　/　180,000円

議　員 250,000円 345,000円　/　157,000円

期末
手当

町　長
副町長

（平成30年度支給割合）
　６月期　1.575月分　12月期　1.775月分　　計　3.35月分

議　長
副議長
議　員

（平成30年度支給割合）
　６月期　1.6月分　12月期　1.75月分　　計　3.35月分

退職
手当

町　長
（算定方式） （支給時期）

給料月額×520/100×勤続年数
在職中通算または任期ごとの選択制

副町長 給料月額×330/100×勤続年数

※　給料の（　　）内は、減額措置を行う前の金額です。

◆ 休暇等の種類（平成31年４月１日現在）

区　分 内　　　容

年次
有給休暇

１年につき20日を付与（新規採用職員は15日）。付与
日数のうち20日を越えない範囲内の残日数を翌年に繰
り越すことができる。（平成30年の平均取得日数は8.4
日）

病気休暇
負傷または疾病のため療養する必要があり、勤務しな
いことがやむを得ないと認められる場合の休暇。

特別休暇
特別の事由により勤務しないことが相当であると認め
られる場合の休暇。（結婚休暇・産前休暇・産後休
暇・忌引休暇・夏季休暇など）

介護休暇

負傷、疾病または老齢により、日常生活を営むのに支
障がある配偶者、父母、子などを介護をするため勤務
しないことが相当であると認められる場合の休暇。
（無給）

育児休業
子を養育する職員の継続的な勤務の促進と福祉の増進、
ならびに行政の円滑な運営を目的とした制度で、３歳未
満の子を養育するために取得することができる。
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区分
分限処分 懲戒処分

免職 降任 休職 降給 免職 停職 減給 戒告

処分者数 ― ― 3 ― 1 ― ― ―

　職員は、法律により以下のような義務が課されているほか、
一定の行為の制限が為されています。

業務上
の

義務

法令等を遵守する義務 職務命令に従う義務

秘密を守る義務 職務に専念する義務

政治行為等の制限 信用失墜行為の禁止

争議行為等の禁止 営利企業等の従事制限

　分限処分とは、公務能率を維持することを目的として、心身の
故障等一定の事由がある場合に、職員の意に反する不利益な身分
上の変動をもたらす処分です。懲戒処分とは、職員が法令や職務
上の義務等に違反した場合に、道義的責任を問うことにより、公
務における規律と秩序を維持することを目的とする処分です。

●職員の服務の状況（平成31年４月1日現在） ●職員の分限・懲戒処分の状況（平成30年度）
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大淀町安全対策推進協議会　　　大淀町教育委員会　　　　　　　　　　　　大淀町民生児童委員会
大淀町青少年健全育成協議会　　大淀町幼保・小・中学校生活指導協議会　　吉野警察署

地域のみんなで子どもたちを守ろう！

　子どもたちが楽しみにしている冬休みが始まります。冬休みは、多くの

ことが体験できるよい時期です。子どもたちが有意義な生活が送れるよう

ご協力をお願いします。

大淀町安全対策推進協議会　　　大淀町教育委員会　　　　　　　　　　　　吉野警察署
大淀町青少年健全育成協議会　　大淀町幼保・小・中学校生活指導協議会　　大淀町民生児童委員会

【地域ぐるみで子どもを守り、育てよう】

◦ ひとりで遊んでいる子どもを見かけたら

声をかけ、地域ぐるみで子どもを守ろ

う。

◦ 危険な遊びをしている子どもを見かけた

ときは注意しよう。

◦ 子どもの心に悪い影響を及ぼす有害図書

や、インターネットの有

害情報から子どもたちを

守ろう。

◦ テレビやゲーム、パソコ

ン、スマートフォン等の時間とルールな

どについて、家族で話し合おう。

◦ 地域の文化活動や子ども会、スポーツ団

体等の行事に進んで参加する豊かな心を

育てよう。

【外出について】

◦ お金の無駄づかいをさせない。

◦ 危険な所には立ち入らせな

い。

◦子どもから目を離さない。

◦ 絶対に子どもを車内に放置

しない。

◦ 子どもが外出するときは、誰と、その目

的、行き先、帰宅時間を確かめよう。

「もしかして虐待!?」と思ったら、迷わず

「189」へ相談・通報を！

【危険防止について】

◦ タバコやシンナーなどに

手を出させない。

◦ エアーガンなどの有害な

がん具は持たせない。

◦ 電線近くでのたこあげや火遊びはさせな

い。

◦ 自転車の二人乗りや単車

の運転は、絶対にさせな

い。

◦ 自転車に乗るときは、必

ずヘルメットを着用させ

る。



●子どもの健康診査・離乳食講座（受付順）

　 実施日　・　受付時間 対　　　象

４か月児健康診査  12月24日（火）・ 午後１時 令和元年８月生まれ

10か月児健康診査  12月24日（火）・ 午後０時45分 平成31年２月生まれ

１歳６か月児健康診査  １月31日（金）・ 午後１時15分～午後２時 平成30年６月・７月生まれ

３歳児健康診査  12月25日（水）・ 午後１時15分～午後２時 平成28年５月・６月生まれ

モグモグ離乳食講座

( ７か月児  ２回食離乳食講座）
 １月９日（木）・ 午前９時 令和元年５月生まれ

※　 ４か月児・10か月児健康診査では、離乳食講座の実施があります。

●予防接種（予約制）　※３日前までに町保健センターへ予約してください。

※　転入された人は、以前に受けた予防接種の種類・回数等の連絡をお願いします。
　　〈連絡がない場合は、予防接種の案内ができない場合があります。〉

健康診査・予防接種の料金は無料で、場所は町保健センターです。
対象児にはお知らせ・予診票を送付します。

けんこうガイド 問  町保健センター　☎0747-52-9403
　（健康推進課） 　   FAX 0747-52-9404

母子健康手帳等の交付について

母子健康手帳・妊婦健康診査補助券は町

保健センターで交付しています。

印鑑と妊婦のマイナンバーがわかるも

のを持ってきてください。

健康相談の日　　１月９日（木）です。
※　毎月第１木曜日（祝日の場合は第２木曜日）

［乳幼児］午前10時～午前11時
　 　　　 身体計測や、保健師・栄養士による健康や育児に

ついての相談を行います。
［成　人］午後２時～午後４時
         　 尿検査、血圧測定、禁煙相談（要予約）、保健師

や栄養士による健康についての相談を行います。

母子保健

予防接種名 実施日 受付時間 前の対象で受けていない子

B C G

12月18日（水）①・②

１月８日（水）①・②

１月16日（木）①・②

①午前10時～

　午前10時30分

②午後１時30分～

　午後２時

１歳未満の子

みずぼうそう １歳から３歳未満の子

不活化ポリオ
３種混合を接種し、不活化ポリオ（計４回）

を規定回数終了していない子

麻しん風しん

混 合

１期 １歳から２歳未満の子

２期 就学前の年長児

日 本 脳 炎

１期 ３歳～７歳６か月未満の子

２期

◦小学４年生～13歳未満の子

◦ 高校１年生～20歳未満で、第２期の接

種を受けていない人

３ 種 混 合 小学６年生～13歳未満の子

教　　室 実施日時・場所 内　　容 対　　象

マタニティクラス（無料）

妊娠中のことや、出産・育児
について、一緒に考えてみま
せんか？パパやご家族の人も
ぜひ一緒に参加してください。

１月26日（日）
午前９時30分～
午後０時30分
町保健センター

◦妊娠中の栄養について（講義）
◦赤ちゃんとの生活について（講義）
◦赤ちゃんのお風呂の入れ方（体験）

◦ 妊娠５か月以
上の人

◦パパになる人
◦家族の人

●教室　町保健センターに電話で申し込んでください。（町ホームページでも申し込みできます。）
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●個別検診 　胃がん検診・子宮頸
けい

がん検診・乳がん検診は個別検診も実施しています。　　　　　　　　　　　　
　医療機関で個別に受診するための受診票を発行しています。詳しくは、町保健センターへ問い合わせ
てください。

対象者は 40 歳～ 56 歳（昭和 37 年４月２日～昭和 54 年４月１日生まれ）の男性で、場所は町保健センターです。

40 歳～ 56 歳生まれの男性の風しん抗体検査・予防接種

実施日・受付時間 受付時間 備考

抗体検査 １月14日（火） 午前９時～午後４時

 　町保健センターに電話で申し込んでください。必ず、

クーポン券を持参してください。

　クーポン券がない人は、町保健センターに連絡して

ください。

予防接種

12月18日（水）

１月８日（水）

１月16日（木）

①午前10時～午前11時

②午後１時30分～

　午後２時30分

 　予防接種は抗体検査の結果、陰性（免疫がない）の人

が対象となります。

　平成26年４月以降に抗体検査を受け、結果記録を持っ

ている人は、抗体検査を受けずに予防接種を受けること

ができます。

成人保健

●集団検診（要予約・先着順）　下記以外の日程・内容もあります。
　　　　　　　　　　　　　　　  申し込み、検診の詳しい内容は町保健センターまで問い合わせてください。

検診・内容 実施日・受付時間 対　　象 場所・料金 定　員

大腸がん検診

（便潜血検査・問診）

１月16日（木）

午前９時～午後３時
満40歳以上の町民

町保健センター

【満40～64歳】　200円

【満65歳以上】　100円

100人

乳がん検診

（視診・触診・問診・

乳房Ｘ線撮影）

令和２年２月28日ま

での毎週火・金曜日

（祝日・年末年始を除

く）　午後１時

満40歳以上の町民（女性）
※ 　平成30年度に受診した人は

今年度は対象になりません。

南奈良総合

医療センター

【満40～49歳】 1,000円

【満50～64歳】  900円

【満65歳以上】  200円

火曜日

4人

金曜日

3人

検診・内容 対　　象 料　　金 場　　所 実施期間

子宮頸がん検診

（視診・触診・問診・

子宮頸部細胞診）

満20歳以上の町民（女性）
※ 　平成30年度に受診して

いない人

＜頸部のみ＞
【満20～64歳】 2,000円
【満65歳以上】 500円
＜頸部・体部＞

【満20～64歳】 3,500円
【満65歳以上】 500円

県内の登録医療機関
※ 　希望の医療機関

が該当するか等、
詳しくは問い合わ

せてください。

令和２年２月

末まで
※ 　 期 間 中 で

あっても予約

が定員になれ

ば 終 了 し ま

す。

乳がん検診

（視診・触診・問診・

乳房Ｘ線撮影）

満40歳以上の町民（女性）

※ 　平成30年度に受診し

た人は今年度は対象に

なりませ

【満40～49歳】 1,000円

【満50～64歳】 900円

【満65歳以上】 200円
県内の登録契約機関
※ 　希望の医療機関

が該当するか等、
詳しくは問い合わ

せてください。
胃がん検診

（胃バリウム検診）

（胃部 X 線検査・問診）

満40歳以上の町民
※ 　平成30年度に受診して

いない人

【満40～64歳】 2,000円

【満65歳以上】 500円

胃がん検診

（胃カメラ検診）

（胃部 X 線検査・問診）

満50歳以上の町民
※ 　平成30年度に受診して

いない人

【満50～64歳】 2,500円

【満65歳以上】 500円

◦ 南奈良総合医療

センター

◦榎本医院（御所市）
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保健センターだより
問  町保健センター（健康増進課）　☎0747-52-9403

冬は特に要注意！！

○濃度 1,000ppm の塩素液
用　途： 便や嘔吐物が付着した床・衣類・

トイレの消毒に

作り方：①  500ml のペットボトルに水を半
分くらい入れておく。

　　　　② そこへ原液 10ml（ペットボトル
のキャップに 2 杯）を入れる。

　　　　③ 最 後 に 水 を 加 え て、 全 体 を
500ml とする。

○濃度 200ppm の塩素液
用　途： おもちゃ・調理器具・直接手で触

れる部分の消毒に

作り方：①  2 ℓのペットボトルに、水を半
分くらい入れておく。

　　　　② そこへ原液 10ml（ペットボトル
のキャップに 2 杯）を入れる。

　　　　③ 最後に水を加えて、全体を 2 ℓ
とする。

消毒用塩素液の作り方（一般的な家庭用塩素系漂白剤 濃度約５％を利用）
※　消毒液を作るときはゴム手袋を！

☆消毒の際に用意するもの
　 マスク、ゴム手袋、ペーパータオル、ビニール袋エプロン（ガウン）

ノロウイルスによる食中毒
ノロウイルスの特徴

ノロウイルスの感染経路

①ヒトからの感染

◦ 患者の便や嘔吐物から人の手などを介する

場合（二次感染）

◦家庭や施設内などでの飛
ひ ま つ

沫などによる場合

②食品からの感染

◦ 感染した人が調理などをしてウイルスに汚

染された食品を食べた場合 

◦ ウイルスの蓄積した、加熱不十分な二枚貝

などを食べた場合

◦ 日本の食中毒患原因の上位

◦約７割が 11 月～２月に発症

◦ 手指や食品などを介して、経口で

感染し、ヒトの腸管で増殖

症状
吐き気、嘔

お う と

吐、
腹痛、下痢、微熱

発症までの潜伏期間は

約 24 ～ 48 時間

ノロウイルスを予防しよう！

※ 　自覚症状などから、ノロウイルスによる食中毒が疑われる場合は、自己判断で下痢止めや
風邪薬を飲まずに必ず医療機関で診察を受けましょう。

人からの感染を防ぐ 

 嘔吐物や便を片付けるときは、

マスクやガウン、ゴム手袋を

着用し、直接触らない。

　汚物はペーパータオルで覆い、その上か

ら塩素液（濃度 1,000ppm）を注ぎ、10 分

後に回収。その後、塩素液（濃度 200ppm）

で嘔吐物のあったところを拭き取る。

 　拭き取ったペーパータオルや手袋などは

二重のビニール袋に密封して廃棄する。ビ

ニール袋の中に、塩素液（濃度 1,000ppm）

を浸して消毒を行う。

手洗いをしっかりと 

洗うタイミング 

◦食事前　◦トイレの後　◦調理前後

石けんでよく洗い、流水で十分に流しましょう。

食材の加熱、調理器具の消毒

 加熱して食べる食材は中心部まで
しっかりと火を通す。

85℃～ 90℃で 90 秒以上の加熱

　　　　まな板、包丁、食器、ふきんなど
　　　　は使用後すぐに洗浄する。

熱湯（85℃以上）で 1 分以上の加熱消毒
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3 学期は、節分、発表会、卒園式、修了式など成長を感じる行事がたくさんありますよ。

きてみて！幼稚園
ゆめのたねいっぱい

大淀東部幼稚園
　　　　福本 都先生

　

わくわくルーム

毎週火曜日　午後２時～午後３時
　　　◦２学期は12月17日（火）まで
　　　◦３学期は１月14日（火）から

☆両園ともに、園庭開放も行っています☆

幼稚園でお友だちと楽しい時間を過ごしましょう♪

　 

対　　象　就学前の乳幼児
内　　容　幼稚園見学・季節の遊び
時　　間　午前 10 時～午前 11 時
申し込み　 ２日前までに各幼稚園まで電話か

メールでお申し込みください。

12月12日（木）・１月16日（木）
☎0746-32-0264
住  大淀町中増61-2

toubu-you@town.oyodo.lg.jp

　町立大淀西部幼稚園

　町立大淀東部幼稚園

12月19日（木）・１月15日（水）
☎0745-67-1766
住  大淀町今木779-4

seibu-you@town.oyodo.lg.jp

●活動時間

　月・火・水曜日　午前10時～午前11時30分

●室内開放

　月・火・水曜日　活動終了後～午後２時

　木 ・金 曜 日　 午前10時～午後２時

●あそびの森開放

　月～金曜日　午前10時～午後２時

　※　12月10日（火）、12日（木）はお休みです。

●場　　所

　地域子育て支援センター

●持 ち 物

　飲み物、タオル、参加費、各活動で必要な物

●育児相談

　 育児相談は随時受付をしています。

　希望者は、延明保育園に申し込んでください。

●問い合わせ先

◦延明保育園　☎0747-52-0388

◦地域子育て支援センター　☎0747-53-0377

子育てサークルちびっこランド

12月・１月（前半）のスケジュール

●赤ちゃんクラス

　（３か月～１歳３か月のお子さんとその保護者）

　12月17日（火）　クリスマス会・メモリー撮影

　　　23日（月）　ベビーマッサージ

　１月７日（火）　ママのヨガ

　　　14日（火）　ワイワイたいむ

●ちびっこクラス

　（１歳３か月以上のお子さんとその保護者）

　12月18日（水）　クリスマス会・メモリー撮影

　１月６日（月）　親子体操

　
●２クラス合同

　12月16日（月）　お話しの会（町立図書館）

　１月８日（水）　 講座「お母さんが知っておきたい   

子どもの手当て」

大淀東部幼稚園

　大淀町地域子育て支援センターは、子育て中の保護者の心身のリフレッシュや相談業務などを行い、
育児をサポートしている施設です。

先生紹介
　笑顔がとてもかわい

い年少児の担任をして

います。先生や友だち

と園生活を一緒に過ご

す中で、心も体もます

ます元気いっぱいの子

どもたちに成長してほ

しいと思います。

▲ さつまいも掘り
園の畑で、さつまいもの
収穫をしました。たくさ
んのおいもが採れました。

活動写真

▲カホン（楽器）制作
地域のみなさんのご協力
のもと、カホンという楽
器を作りました♪

＊吉野ゆるマルシェ　
日  12月13日（金）　午前11時～午後２時
所  子育て支援センター（あそびの森）

＊冬休みについて

　12月19日（木）～１月５日（日）まで子育て
支援センターおよび、あそびの森はお休みで
す。１月６日（月）から開始です。
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　12月25日（水）は、スケートの日です。1861年、イギリ
スの探検家ブラキストンが函館で日本初のスケートをした
ことが由来となっています。寒い日はつい家にこもりがち。
そんなときは、冬ならではのスポーツを楽しんでストレス
と運動不足を解消してみましょう。

図書館カレンダー12月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

５ ６ ７ ８ ９ 10 11

文化会館・図書館ともに休みの日

図書館が利用できない日

December 2019

　雪が降って、ミラー池に氷が

張りました。おとなはみんな、

お正月を迎える準備で大忙し。

アンジェリーナたちは、大
お お み そ か

晦日

にスケート劇をすることにしま

した。ところが男の子たちが、

練習の邪魔をします。そこでア

ンジェリーナがもちかけたこと

は…。楽しい冬のお話。

「アンジェリーナはスケーター」
  文／キャサリン ホラバード　講談社

「楽しいスケート遠足」 
絵・作 / ヒルダ ファン ストックム　福音館書店

　今年もオランダに冬がやって

きました。国じゅうの運河や水

路がこおりつき、長い氷の道が

できます。16人の子どもたちと

先生はスケートをつけ、初めて

おとずれる町をめざして、すべ

っていきます。きらきらした光

と風の中、どんな出来事が待ち

うけているのでしょうか ?

おはなし会

ご案内

●大人のための朗読会　響

　12月22日（日）　午後２時～

◦「女の人差し指」

　著 / 向田 邦子

◦「まいにちがプレゼント」

　作 / いもと ようこ　金の星社

●こどものためのおはなし会

　12月15日（日）　午後３時～

　１月11日（土）　午後２時30分～

「銀色の絆」 
 　　　著 / 雫井 脩介　PHP 研究所

　夫の浮気で離婚、娘の小織と

ともに名古屋へと転居し、無気

力な日々を送っていた梨津子だ

が、フィギュアスケートの名コ

ーチに小織の才能を見出され、

フィギュアスケートに入れ込ん

でいく。そんな母に小織は戸惑

いながらも成績を上げていくの

だが…。

「家事代行のプロが教える

かしこいそうじ術」 
著 / 家事代行サービス CaSy　学研プラス

　そうじの基本から、キッチン

やリビングといった場所別のそ

うじ、ワンランクアップのそう

じ術まで、身近にある道具で誰

でも簡単に取り組める目からウ

ロコの超・効率的なそうじテク

ニックを紹介します。

お知らせ

●年末年始休館に伴う倍貸し

　年末年始の休館の前に、12月13日（金）から

26日（木）まで図書を１人10冊、４週間まで貸

し出します。年末年始もたっぷりと本をお楽

しみください。

●年末年始図書館休館情報

期間　12月27日（金）～１月４日（土）

　上記の期間、年末年始のため休館となりま

す。ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承く

ださい。

問  町立図書館　 ☎ 0747-54-2120
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　この時期にワインが解禁されることが多い

ので、今回はぶどうと関係があるフレーズ

を紹介します。今月のフレーズは「through 

the grapevine」です。このフレーズの直訳は

「ぶどうの蔓
つ る

を通して」です。南北戦争の際、

電報のワイヤーを木からつるしていて、それ

がまるでぶどうの蔓のようだということから

生まれたフレーズです。

Examples（例）

◦  I heard about that "through the 
grapevine".

 　それについては風の便りに聞いた。

◦  He found out about the restaurant 
"through the grapevine". 

　彼はそのレストランを口コミで知った。

Eng l i s h  L e s s on

今月のフレーズ

"through the grapevine"
 風の便りに、口コミで "

Ka
therineTe

resa

　

世
界
人
権
デ
ー
は
、
世
界
人
権
宣

言
が
１
９
４
８
年
12
月
10
日
に
国
際

連
合
総
会
で
採
択
さ
れ
た
日
を
記
念

し
て
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
わ
が
国
で

は
毎
年
人
権
デ
ー
を
最
終
日
と
す
る

12
月
４
日
か
ら
12
月
10
日
ま
で
の
一

週
間
を
人
権
週
間
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
期
間
中
に
は
、
全
国
各
地
で

世
界
人
権
宣
言
の
趣
旨
お
よ
び
そ
の

重
要
性
を
国
民
に
訴
え
か
け
る
と
と

も
に
、
人
権
を
尊
重
す
る
思
想
の
普

及
高
揚
を
図
る
た
め
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
や
講
演
会
等
が
多
数
開
催
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

本
町
に
お
い
て
も
、
こ
の
人
権
週

間
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
啓
発
活
動
を

実
施
し
て
お
り
、
今
年
も
12
月
７
日

（
土
）
に
第
26
回
大
淀
町
人
権
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
を
開
催
し
ま
す
。
人
権
は

誰
に
で
も
認
め
ら
れ
る
基
本
的
な
権

利
で
あ
り
、
私
た
ち
が
幸
せ
に
生
き

る
た
め
の
も
の
で
す
。
あ
な
た
の
家

庭
、
職
場
な
ど
で
は
お
互
い
の
人
権

を
尊
重
し
あ
っ
て
い
ま
す
か
。
こ
の

機
会
に
改
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問

題
を
見
つ
め
直
し
、
関
心
を
持
っ
て

み
て
く
だ
さ
い
。

人権
コラム
Vol.115

町役場
人権施策推進室

「
人
権
週
間
」
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

考
え
ま
し
ょ
う

09 地域おこし協力隊通信

　鷲
わ し み

見由
ゆ か

香です！この度、
吉野材を使ってモバイル
ハウスを作るプロジェク
トを立ち上げ、大淀町の
みなさんとずっと夢だっ
たキッチンカーを完成さ
せました！

木材と食材の

地産地消をめざして！

　不定期週末・第３水曜日

　➡ 特産品の番茶を使った

　　ハワイアンドーナツマラサダ

道の駅 吉野路大淀

iセンターにて提供中 ! ご賞味ください！
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information

講
師

　

 

奈
良
県
障
害
者
総
合
支
援
セ
ン

タ
ー
講
師　

蔭
山 

静
加
氏

　

子
育
て
中
の
人
、
子
ど
も
の
支

援
に
関
わ
る
人
を
対
象
に
気
に
な

る
子
ど
も
の
行
動
の
背
景
と
援
助

方
法
に
つ
い
て
講
演
し
ま
す
。

問  

療
育
・
教
育
支
援
部
会
事
務
局

吉
野
町
長
寿
福
祉
課

　

☎
０
７
４
６-

32-

８
８
５
６

　

FAX

０
７
４
６-

32-

４
６
９
０

　

相
続
税
、
贈
与
税
や
所
得
税
等

お
悩
み
の
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
近
畿
税
理
士
会
吉
野
支
部
の

税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談
を

開
催
し
ま
す
。
予
約
制
で
す
の
で
、

令
和
２
年
１
月
14
日
（
火
）
の
午
後

５
時
ま
で
に
電
話
に
て
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

日 

令
和
２
年
１
月
15
日
（
水
）

　

 

午
後
１
時
～
午
後
４
時
の
間

　

 

１
人
あ
た
り
30
分
程
度

※　

先
着
４
人

所 

町
役
場　

３
階
３
０
２
会
議
室

申

問  

町
役
場 

税
務
課

　
　

 

（
内
線
１
１
０
）

12
月
の
開
設
日
時

　

12
月
８
日
（
日
）
、
21
日
（
土
）

１
月
の
開
設
日
時

　

令
和
２
年
１
月
11
日
（
土
）
、

　

26
日
（
日
）

※　

各
日
、
午
前
８
時
30
分
～
正
午

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

を
行
い
、
受
け
取
り
が
可
能
と

な
っ
て
い
る
人
で
、
町
役
場
開
庁

時
間
内
に
来
ら
れ
な
い
人
に
、
休

日
臨
時
交
付
窓
口
を
開
設
し
て
い

ま
す
。

　

予
約
は
受
け
取
り
希
望
日
直
前

の
金
曜
日
の
午
前
中
ま
で
に
、
町

役
場
人
権
住
民
課
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
予
約
が
な
い
日
は
窓
口

を
開
設
し
ま
せ
ん
。

問 

町
役
場 

人
権
住
民
課

　

 

（
内
線
１
２
１
）

　

12
月
12
日
（
木
）
か
ら
、
町
の
一

部
の
地
域
で
、
携
帯
電
話
事
業
者

に
よ
る
新
し
い
電
波
の
利
用
開
始

に
伴
い
、
テ
レ
ビ
映
像
に
影
響
（
ノ

イ
ズ
等
の
発
生
）
が
出
る
恐
れ
が

あ
り
ま
す
。

　

地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
に
影
響

が
出
た
場
合
は
、
７
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

利
用
推
協
会
に
て
、
回
復
作
業
を

行
い
ま
す
の
で
、
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
時
間

　

午
前
９
時
～
午
後
10
時

※　

土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
含
む

問  

一
般
財
団
法
人
７
０
０
Ｍ
Ｈ

ｚ
利
用
推
進
協
会
テ
レ
ビ
受

信
障
害
対
策
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー

　

 
☎
０
１
２
０-

７
０
０-

０
１
２

　

 

☎
０
５
０-

３
７
８
６-

０
７
０
０

 　

 　

（
Ｉ
Ｐ
電
話
の
場
合
）

　

五
條
・
吉
野
自
立
支
援
協
議
会
、

療
育
・
教
育
支
援
部
会
主
催
の
勉

強
会
を
開
催
し
ま
す
。

日 

令
和
２
年
１
月
22
日
（
水
）

　

 

午
前
10
時
～
11
時
30
分

※　

午
前
９
時
30
分
開
場

所 

町
役
場　

３
階
３
０
１
会
議
室

参
加
費　

無
料
（
先
着
50
人
）

内
容　

　

 

気
に
な
る
子
ど
も
の
チ
カ
ラ
を

伸
ば
す
！
～
感
覚
統
合
の
視
点

か
ら
～

お

知

ら

せ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

休
日
臨
時
交
付
窓
口
（
予
約
制
）

テ
レ
ビ
視
聴
に
関
す
る

お
知
ら
せ

五
條
・
吉
野
自
立
支
援
協
議
会

療
育
・
教
育
支
援
部
会
勉
強
会

相

　

　

談

無
料
税
務
相
談

いぬ・ねこの

　　犬のフンの始末をしましょう 

　道路や公園はみんなのものです。みんな

が気持ちよく利用できるようにフンの始末

は飼い主が責任をもちましょう。

　　猫は室内で飼いましょう

　猫は家の中で飼い、外に出さないようにし

ましょう。他人の庭を荒らしたり、糞やオ

シッコをして「迷惑猫」になってしまいます。

交通事故や伝染病の危険も少なくありませ

ん。もし、野良猫にエサを与えるなら「自

分が飼い主」という自覚を持って、猫が一

生幸せに暮らせるようにしましょう。 

　正しい飼い方で、快適なまちづくりを心
がけましょう！ 

飼い主の
みなさんへ

日  令和２年１月 13 日（月・成人の日）

◦受付　　　午前９時 30 分～

◦写真撮影　午前９時 45 分～

◦式典　　　午前 10 時 30 分～

◦交流会　　午前 11 時～正午

※ 　抽選会を予定しています。軽食の用意

はありません。
所  町文化会館 あらかしホール

対象者

　 平成 11 年４月２日から平成 12 年４月１

日までに生まれた人

※ 　本町に住民票のない人で、本町の成人

式に参加を希望する人は、事前に連絡し

てください。

※ 　式典および交流会会場への入場は新成

人本人のみとします。

問  町文化会館　 ☎ 0747-54-2110

令和元年度成人式

問  町役場 環境整備課（内線 136）
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講
師
等
の
登
録
を
随
時
受
付
し

て
い
ま
す
。

【
幼
稚
園
・
学
校
講
師
、
特
別
支
援

員
（
登
録
）
】

勤
務
先　

　

町
立
幼
稚
園
・
小
学
校
・
中
学
校

勤
務
日

　
 

月
曜
日
～
金
曜
日

※　

祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く

勤
務
時
間

　

午
前
８
時
15
分
～
午
後
５
時

待
遇　

交
通
費
、
社
会
保
険
等

採
用
方
法

　

登
録
を
さ
れ
た
人
の
中
か
ら
必

要
に
応
じ
て
臨
時
的
に
採
用
し
ま

す
。
登
録
し
て
も
必
ず
採
用
さ
れ

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
学
校
給
食
調
理
員
】

人
数　

１
人

勤
務
先

　

町
立
大
淀
希
望
ヶ
丘
小
学
校

給
与　

月
額　

13
万
１
５
０
０
円

勤
務
日

　

 

月
曜
日
～
金
曜
日

※　

祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く

勤
務
時
間

　

午
前
７
時
30
分
～
午
後
４
時
15
分

※ 　

そ
の
他
勤
務
時
間
は
相
談
に

応
じ
ま
す
。（
パ
ー
ト
可
）

待
遇　

交
通
費
、
社
会
保
険
等

　

令
和
２
年
２
月
入
居
の
公
営
住

宅
の
新
規
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
住
居

◦
比
曽
第
一
町
営
住
宅
（
１
戸
）

◦
比
曽
第
三
町
営
住
宅
（
２
戸
）

◦
北
町
三
丁
目
町
営
住
宅
（
１
戸
）

受
付
期
間

　

12
月
16
日
（
月
）
～
20
日
（
金
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

受
付
場
所

　

町
役
場 

人
権
施
策
推
進
室

必
要
書
類

◦
入
居
申
込
書

◦ 

個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）

カ
ー
ド
も
し
く
は
個
人
番
号
通

知
カ
ー
ド

◦ 

印
鑑
お
よ
び
運
転
免
許
証
な
ど

の
顔
写
真
付
き
証
明
書

◦
入
居
家
族
全
員
分
の
完
納
証
明
書

応
募
資
格

　

 

12
月
16
日
時
点
で
１
年
以
上
町

内
に
住
所
ま
た
は
勤
務
場
所
を

有
す
る
こ
と

※ 　

そ
の
他
要
件
や
必
要
書
類
等

に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問 

町
役
場 

人
権
施
策
推
進
室

　

 

（
内
線
１
２
６
・
１
２
７
）

※ 　

臨
時
対
応
調
理
員
も
募
集
し

て
い
ま
す
。

【
応
募
方
法
（
全
項
共
通
）
】

　

電
話
連
絡
の
う
え
、
履
歴
書
（
写

真
添
付
）
を
持
参
ま
た
は
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。
後
日
、
面
接
等
を

連
絡
し
ま
す
。

問  

町
教
育
委
員
会 

学
務
課

　

☎
０
７
４
７-

52-

１
５
２
２

　

吉
野
川
・
紀
の
川
の
魅
力
や
景

色
を
題
材
に
し
た
フ
ォ
ト
・
動
画

コ
ン
テ
ス
ト
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

み
な
さ
ん
の
作
品
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

募
集
す
る
作
品
の
テ
ー
マ

　
 

吉
野
川
・
紀
の
川
の
魅
力
や
景

色
を
題
材
に
し
た
も
の

募
集
部
門

　

 

フ
ォ
ト
部
門
（
一
般
の
部
・
高
校

生
以
下
の
部
）
、
動
画
部
門

応
募
締
切

　

１
月
17
日
（
金
）　

午
後
５
時
ま
で

審
査
結
果
の
発
表

　

２
月
上
旬
（
予
定
）

HP   

吉
野
川
・
紀
の
川
流
域
協
議
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
➡

申

問  

町
役
場

 　

   

企
画
政
策
課
（
内
線
２
２
１
）

募

　

　

集

町健康づくりセンター
（ミズノウェルネス大淀）

施設紹介

応急手当普及員講習のご案内

◦スタジオ…ヨガなど多彩なレッスンをご用意
◦プ ー ル…水中歩行やスイミングで水中運動を
◦ジ　　ム…健康志向から本格トレーニングまで
※ 　定期利用の場合はオリエンテーションが必要

です（要予約）。

　12月30日（月）から１月３日（金）の期間中、年
末年始のため、休業とさせていただきます。

開館時間　　
　（月・水～土曜日）午前10時～午後10時
　（日曜日・祝日）午前10時～午後５時
※　毎週火曜日・年末年始は休館
問  町健康づくりセンター
　 ☎0746-34-5501　 FAX0746-34-5502

公
営
住
宅
入
居
者
募
集

幼
稚
園
・
学
校
職
員
募
集

フ
ォ
ト･

動
画
コ
ン
テ
ス
ト

作
品
募
集

年末年始の業務について

　令和元年度の応急手当普及員講習を開催しま
す。応急手当普及員とは自身が所属する事業所
の従業員や防災組織などの構成員を対象に、消
防機関と連携して救命講習の指導を実施する人
のことです。

【応急手当普及員講習】　
日  令和２年２月12日（水）～14日（金）

　 各日　午前９時～午後５時
所  かしはら安心パーク

　 住  橿原市東竹田町224-1　
申込期間　令和２年１月６日（月）～24日（金）
※ 　申込用紙は奈良県広域消防組合ホームペー

ジでダウンロードできます。
申込方法　最寄りの消防署に受講申込書を持参

申 問  奈良県広域消防組合 大淀消防署

　 　☎0747-52-1199

　　 HP   http://www.naraksk119.jp/
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町
上
下
水
道
部
で
は
、
水
道

メ
ー
タ
ー
の
検
針
員
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
ハ
ン
デ
ィ
タ
ー
ミ
ナ
ル

（
携
帯
用
情
報
端
末
）
を
使
用
し
た

水
道
メ
ー
タ
ー
検
針
業
務
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問 

町
上
下
水
道
部

　

 

☎
０
７
４
７-

52-

０
１
３
７

　

防
衛
省
で
は
、
次
の
と
お
り
自

衛
官
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

【
防
衛
省
自
衛
官
候
補
生
採
用
試

験
採
用
種
目
】

◦
陸
上
自
衛
隊
自
衛
官
候
補
生　

◦
航
空
自
衛
隊
自
衛
官
候
補
生

応
募
資
格

　

 

採
用
予
定
月
の
１
日
現
在
、
18

歳
以
上
33
歳
未
満
の
人

試
験
日
程

◦
令
和
２
年
１
月
26
日
（
日
）

◦
令
和
２
年
２
月
16
日
（
日
）

※ 　

変
更
・
中
止
に
な
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

受
付
期
間

　

年
間
を
通
し
て
随
時

問  

自
衛
隊
奈
良
地
方
協
力
本
部

五
條
地
域
事
務
所

　

 

☎
０
７
４
７-

22-

３
７
８
９

　

昭
和
31
年
、
ふ
る
さ
と
吉
野
の

自
然
や
歴
史
・
文
化
へ
の
深
い
愛

情
の
も
と
発
刊
さ
れ
た
「
吉
野
風

土
記
」
の
資
料
な
ど
を
展
示
し
ま

す
。
入
場
無
料
、
申
し
込
み
不
要

で
す
。

【
前
期
展
】

日  
令
和
２
年
２
月
14
日
（
金
）
～

16
日
（
日
）

　

 

午
前
10
時
～
午
後
４
時

所 

町
文
化
会
館 
ひ
だ
ま
り
ホ
ー
ル

【
後
期
展
】　

日  

令
和
２
年
２
月
21
日
（
金
）
～

23
日
（
日
・
祝
）

　

 

午
前
10
時
～
午
後
４
時

所 

下
市
観
光
文
化
セ
ン
タ
ー

【
講
演
会
】

日  

令
和
２
年
２
月
15
日
（
土
）

　

 

午
後
１
時
30
分
開
演

テ
ー
マ　

「
後
南
朝
に
つ
い
て
」

講
師　

 

川
上
村
文
化
財
審
議
委
員

会
委
員
長　

松
本 

修
氏

所 

町
文
化
会
館 

ひ
だ
ま
り
ホ
ー
ル

問  

◦
町
文
化
会
館

　

 

☎
０
７
４
７-

54-

２
１
１
０

　

 

◦
下
市
観
光
文
化
セ
ン
タ
ー

　

 

☎
０
７
４
７-

52-

１
７
１
１

　

町
商
工
会
青
年
部
が
主
催
す
る

こ
の
企
画
は
、
応
募
者
の
み
な
さ

ん
か
ら
ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ
ゼ
ン
ト

を
事
前
に
預
か
り
、
サ
ン
タ
ク

ロ
ー
ス
に
扮ふ

ん

し
た
青
年
部
員
が
、

送
り
主
に
代
わ
っ
て
手
渡
す
と
い

う
も
の
で
す
。
大
切
な
人
へ
サ
プ

ラ
イ
ズ
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日  

12
月
24
日
（
火
）・
25
日
（
水
）

 　

 

各
日
、
午
後
５
時
～
午
後
９

時
の
間
に
お
届
け

募
集
定
員　

先
着
20
件

申
込
方
法

　

電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
申
し
込
み
後
、

町
商
工
会
へ
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
締
切　

12
月
20
日
（
金
）
ま
で

◦ 

食
料
品
、
生
き
物
な
ど
の
プ
レ

ゼ
ン
ト
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ

ん
。

◦ 

プ
レ
ゼ
ン
ト
の
届
け
先
は
町
内

に
限
定
し
ま
す
。

申

問  

町
商
工
会 

サ
ン
タ
ク
ロ
ー

ス
マ
ル
秘
大
作
戦
係

　

 　

☎
０
７
４
７-
52-

９
５
５
５

　

 　

FAX

０
７
４
７-

52-
８
３
９
７

※ 　

午
前
９
時
～
午
後
５
時
（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

自
衛
隊
員
募
集

水
道
メ
ー
タ
ー
検
針
員
募
集

サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
マ
ル
秘

大
作
戦
～
も
し
、
あ
な
た
の
お
う

ち
に
サ
ン
タ
が
や
っ
て
来
た
ら
!?
～

イ

ベ

ン

ト

共
同
企
画
展
「
吉
野
風
土
記
」

～
し
も
い
ち
・
お
お
よ
ど
郷
土
の

偉
人
伝
～

　
下記の期間、業務は休みとなります

町立図書館 12月27日（金）～１月４日（土）

町文化会館 12月28日（土）～１月４日（土）

町中央公民館 12月28日（土）～１月５日（日）

町立杉本記念文化センター 12月27日（金）～１月４日（土）

町立児童センター 12月29日（日）～１月３日（金）

町立旭ヶ丘総合センター
12月28日（土）～１月５日（日）

町立桜ヶ丘総合センター

町健康づくりセンター 12月30日（月）～１月３日（金）

町パークゴルフ場

12月28日（土）～１月４日（土）町平畑運動公園

町立体育館（平畑・桜ヶ丘）

町立体育館（旭ヶ丘） 12月28日（土）～１月６日（月）

町営斎場 12月31日（火）、１月１日（水）

町役場 12月28日（土）～１月５日（日）

　戸籍の届出（婚姻届や死亡届など）は、町役場１階警備
員室（庁舎西側）で受け付けます。　☎0747-52-5501

町上下水道部 12月28日（土）～１月５日（日）

　水道管の漏水など緊急の場合は、町上下水道部へ連絡
してください。　　　　　　　　　☎0747-52-0137

町保健センター
12月28日（土）～１月５日（日）

町社会福祉協議会

町高齢者ふれあい
活動センター

12月29日（日）・12月31日（火）
１月１日（水）・１月３日（金）

よどりバス 12月29日（日）～１月３日（金）

南和広域医療企業団南奈良総合医療センター
12月28日（土）～１月５日（日）

　通常の外来診療は休診になりますが、救急対応は行
っています。来院される場合は、事前に電話でのお問
い合わせをお願いします。　　　 ☎0747-54-5000

年末年始の業務のご案内
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日時　　　場所　　　申し込み　　　問い合わせ問所日 申

相　談

●無料交通事故相談

●児童相談

●無料法律相談（要予約）

●住宅増改築相談

●人権相談

●教育相談（要予約）

●心配ごと合同相談

●消費生活相談

　　

　日午前９時～午後４時
　　（土曜、日曜、祝日を除く毎日）
　所大淀町役場
　問大淀町役場人権施策推進室
　　☎ 0747-52-5501

　日火～金曜日
　　午前 10 時～午後４時
　所大淀町役場適応指導教室
　問大淀町役場適応指導教室
　　☎ 0746-34-5016

　日毎月第２・第４水曜日
　　午後１時～午後３時
　所大淀町役場
　問大淀町社会福祉協議会
　　☎ 0747-52-1941

　日毎週木曜日
　　午後１時～午後４時
　所下市町役場
　問下市町役場住民保険課
　　☎ 0747-52-0001

　日 12 月 16 日（月）
　　午後１時～午後４時
　所大淀町役場
　問大淀町役場人権住民課
　　☎ 0747-52-5501

　日１月 16 日（木）
　　午後１時～午後４時
　所吉野町役場
　問吉野町役場町民課
　　☎ 0746-32-3081

　日２月 14 日（金）
　　午後１時～午後４時
　所下市町役場
　問下市町役場住民保険課
　　☎ 0747-52-0001

　日３月 21 日（土）
　　午前９時～午後４時
　所大淀町中央公民館
　問県建築協同組合中吉野支部　
　　☎ 0747-52-9971

　日毎月第２火曜日
　　午前 10 時～午後３時
　所大淀町役場
　問県安全・安心まちづくり推進課
　　☎ 0742-27-8731

　日１月 10 日（金）
　　午前 10 時 30 分～午後４時
　所下市町保健センター
　問高田こども家庭相談センター
　　☎ 0747-22-6079

　 　 法テラス

　身近な法的トラブルについて
お気軽に問い合わせてください。
　解決に役立つ法制度や最適な
相談機関を紹介します。
　問法テラス奈良
　　☎ 050-3383-5450
　問法テラス南和法律事務所
　　（下渕やすらぎビル内）
　　☎ 050-3383-0025

町役場　　   　　　　　0747-52-5501

上下水道部　　   　　　0747-52-0137

教育委員会　   　　　　0747-52-1522

中央公民館　　   　　　0747-52-1524

保健センター　   　　　0747-52-9403

児童センター　   　　　0747-52-8319

桜ヶ丘総合センター   　0747-52-5402

旭ヶ丘総合センター   　0746-32-5189

杉本記念文化センター   　0746-32-2489

平畑体育館　　　　   　0747-52-6234

文化会館　　　　　   　0747-54-2110

図書館　　　　　　　   0747-54-2120

南奈良総合医療センター　0747-54-5000

南和広域美化センター　0747-52-3253

社会福祉協議会　   　　0747-52-1941

地域包括支援センター　0747-52-7760

大淀消防署　　　　   　0747-52-1199

吉野警察署　　　　　   0747-53-0110

道の駅吉野路大淀 i センター　0747-54-5361

健康づくりセンター　   0746-34-5501

シルバー人材センター　   0747-54-5522

高齢者ふれあい活動センター　0747-54-5533

パークゴルフ場　　　   0745-67-0543

電 話 案 内

宝
く
じ
の
助
成
金
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
11
月
16
日
（
日
）
、
ち
び
っ
子
桧
垣
本
座

は
「
第
19
回
能
楽
座
大
淀
町
公
演
」
に
参
加

し
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
「
四し

海か

い

波な

み

」
の
謡

う
た
い

を
客
席
の
み
な
さ
ん
と
体
験
し
ま
し
た
。

　
小
さ
な
座
員
が
精
一
杯
大
き
な
声
を
出

し
て
謡
う
姿
に
来
場
者
も
刺
激
を
受
け
、

大
き
な
声
で
謡
っ
て
い
ま
し
た
。
来
場
者

の
中
に
は
、
静
御
前
の
霊
に
操
ら
れ
舞
う

菜な

摘つ

女め

の
「
二ふ

た

り

し

ず

か

人
静
」
に
涙
す
る
人
、
余
韻

を
味
わ
い
な
が
ら
帰
り
ま
す
と
い
う
人
な

ど
、
静
御
前
に
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
し
た
。

　
こ
の
日
は
、
ベ
ト
ナ
ム
に
奈
良
県
発
祥

の
能
楽
を
紹
介
す
る
番
組
制
作
の
た
め
、

ち
び
っ
子
桧
垣
本
座
の
座
員
は
、
ベ
ト
ナ

ム
放
送
の
ス
タ
ッ
フ
か
ら
公
演
等
の
取
材

を
受
け
ま
し
た
。
ど
ん
な
風
に
紹
介
さ
れ

る
の
か
楽
し
み
で
す
。

▲能楽座大淀町公演
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広　告

広　告

広　告

大淀町民憲章（平成3年11月1日制定）

わたくしたちは、吉野の、川と緑の恵み
を守り、豊かな文化と活力ある南和の中
核都市をめざし、この憲章を制定します。

れきの心と水と緑、はちたしくたわ ．１
いな町をつくります。

、び尊を権人にい互、はちたしくたわ ．１
共に生きるあたたかい町をつくります。

愛を土郷たれぐす、はちたしくたわ ．１
し、文化と教養の香りたかい町をつ
くります。

、みし親にツーポス、はちたしくたわ ．１
健康で仕事に励む活気ある町をつく
ります。

ど子、い敬を人老、はちたしくたわ ．１
もの夢を育て、生きがいのある町を
つくります。

梨花 アラカシ

　のうごき

このコーナーの「すまいる」の写真を

お待ちしています。申し込みは、町

役場企画政策課まで。
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1
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発
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広告は、町の新たな財源の創出を図るために掲載しています。みなさまのご理解とご協力をお願いします。

　のうごき
令和元年10月31日現在

●人　口 17,490人（＋ 6）

　　男 8,375人（＋ 8）

　　女 9,115人（－ 2）

●世帯数 7,428（＋13）

    　（　）内は前月との比較

（桧垣本）

パパ・ママ・お兄ちゃんからのコメント

いろんなところにお出掛けして
いっぱい遊ぼうね☆

上
う え だ

田 紫
し お ん

遠くん
（平成30年11月1日生まれ）
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